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伊 

藤 
 

洋 

あ

ま

り

よ

く

知

ら

れ

て

い

な

い

が

、

山

梨

県

は

耕

作

放

棄

地

の

全

耕

地

面

積

に

占

め

る

比

率

が

１

２

．

２

％

と

、

堂

々

全

国

第

２

位

に

あ

る

（
『

２

０

０

０

年

農

業

セ

ン

サ

ス

』
）
。

ち

な

み

に

、

ト

ッ

プ

は

島

嶼

部

の

多

い

長

崎

県

で

１

３

．

６

％

、

第

３

位

は

長

野

県

の

１

０

．

９

％

だ

。

最

も

耕

作

放

棄

が

少

な

い

の

は

北

海

道

で

僅

か

に

０

．

９

％

だ

か

ら

、

山

梨

県

の

事

態

が

い

か

に

異

常

で

あ

る

か

が

分

か

る

。

原

因

は

、

言

う

ま

で

も

無

く

中

山

間

地

域

に

お

け

る

人

口

の

高

齢

化

と

「

限

界

集

落

化

」

の

た

め

で

あ

る

。

 

「

限

界

集

落

」

と

は

、

確

た

る

定

義

が

あ

る

わ

け

で

は

な

い

が

、

６

５

歳

以

上

の

高

齢

者

が

集

落

人

口

の

５

０

％

以

上

を

占

め

、

集

落

を

結

束

さ

せ

て

き

た

恒

例

行

事

や

冠

婚

葬

祭

は

言

う

に

及

ば

ず

、

ラ

イ

フ

ラ

イ

ン

の

維

持

に

も

支

障

を

来

し

、

社

会

共

同

体

の

維

持

が

困

難

な

状

況

に

お

か

れ

て

い

る

集

落

の

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

こ

う

い

う

集

落

で

は

、

人

口

が

少

な

く

、

若

い

人

も

い

な

い

の

で

猿

、
鹿

、

猪

に

、

果

て

は

熊

ま

で

が

出

没

し

、

異

常

に

発

生

し

た

カ

ラ

ス

や

川

鵜

、

ム

ク

ド

リ

な

ど

の

鳥

獣

害

に

悩

ま

さ

れ

、

営

農

意

欲

を

極

端

に

減

殺

さ

れ

て

耕

作

放

棄

へ

と

至

っ

た

も

の

で

あ

る

。

山

梨

県

で

は

峡

南

、

峡

北

、

峡

東

の

山

岳

地

帯

と

東

部

（

郡

内

）

地

域

に

集

中

し

て

い

る

。

今

は

、

耕

作

放

棄

だ

が

、

や

が

て

こ

れ

ら

は

不

在

地

主

化

し

て

い

く

こ

と

を

十

分

に

予

測

さ

せ

る

。

既

に

、

中

山

間

地

域

で

は

墓

地

が

不

在

地

主

化

し

て

い

る

。

 

山

梨

県

の

デ

ー

タ

が

見

当

た

ら

ず

、

残

念

な

が

ら

他

県

の

例

だ

が

、

過

疎

先

進

地

島

根

県

の

旧

匹

見

町

で

は

、

墓

地

の

７

０

％

が

持

ち

主

不

明

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

。

ま

た

、

同

デ

ー

タ

に

よ

れ

ば

、

宅

地

の

４

０

％

で

持

ち

主

が

同

町

内

に

不

在

。

山

林

に

い

た

っ

て

は

５

２

％

と

過

半

数

が

不

在

化

し

て

い

る

。
山

林

、

田

畑

、

宅

地

、

墓

地

等

に

つ

い

て

持

ち

主

の

分

布

を

調

査

し

た

と

こ

ろ

、

な

ん

と

２

６

都

道

府

県

に

及

ん

で

い

た

と

い

う

。

所

有

者

が

特

定

で

き

な

い

保

安

林

面

積

が

１

０

％

に

達

し

、

こ

の

数

値

は

確

実

に

年

次

を

追

っ

て

増

加

し

て

い

る

と

も

い

う

。

 

こ

れ

を

要

す

る

に

、
「

限

界

集

落

化

」

の

次

に

は

土

地

所

有

者

の

「

分

散

化

」

が

続

く

。

そ

れ

が

子

か

ら

孫

へ

、

孫

か



ら

曾

孫

へ

と

世

代

を

越

え

て

い

く

に

連

れ

て

、

ね

ず

み

算

式

に

相

続

者

が

増

加

し

、

そ

の

持

ち

主

の

特

定

は

不

可

能

に

な

っ

て

い

く

。

こ

の

事

態

は

、

行

政

側

か

ら

す

れ

ば

固

定

資

産

税

の

徴

収

を

不

能

に

し

、

地

主

の

了

解

に

困

難

を

来

た

す

た

め

に

維

持

管

理

や

開

発

を

阻

害

す

る

。
つ

ま

り

、

限

界

集

落

地

域

の

再

生

が

徹

底

的

に

不

能

化

し

て

い

く

こ

と

を

確

実

に

約

束

し

て

い

る

。

 

と

こ

ろ

で

、

国

は

「

農

業

基

本

法

」

を

抜

本

的

に

改

訂

し

、
「

食

料

・

農

業

・

農

村

基

本

法

」（

平

成

１

１

年

７

月

１

６

日

法

律

第

１

０

８

号

）

と

し

た

。

紙

幅

が

無

い

の

で

詳

細

は

省

く

が

、

そ

の

中

核

的

コ

ン

セ

プ

ト

は

農

家

規

模

の

拡

大

で

あ

り

、

農

業

法

人

を

含

む

「

集

落

農

業

化

」

で

あ

る

。

特

に

、

米

、

麦

、

大

豆

の

生

産

に

つ

い

て

は

、

個

人

で

は

４

㌶

以

上

、

法

人

に

あ

っ

て

は

２

０

㌶

以

上

の

規

模

に

限

っ

て

、

補

助

金

な

ど

政

策

支

援

の

対

象

者

と

す

る

こ

と

に

な

る

。

こ

れ

は

、

山

梨

県

の

よ

う

な

、

中

山

間

地

域

と

い

い

な

が

ら

実

質

山

間

地

で

は

ほ

と

ん

ど

不

可

能

な

農

業

規

模

で

あ

ろ

う

。
つ

ま

り

、

限

界

集

落

は

、

政

策

的

対

象

か

ら

さ

え

、

着

実

に

は

ず

さ

れ

て

い

く

の

で

あ

る

。

 

と

こ

ろ

で

、

こ

れ

ら

中

山

間

地

域

に

お

け

る

農

業

生

産

は

、

日

本

の

全

食

糧

生

産

量

の

４

０

％

に

達

し

て

い

る

。

も

し

こ

れ

ら

を

日

本

人

が

失

う

と

な

れ

ば

、

あ

ま

つ

さ

え

僅

少

な

食

糧

自

給

率

を

一

気

に

減

少

さ

せ

る

こ

と

に

な

る

。

 

よ

く

言

わ

れ

る

こ

と

だ

が

、

食

品

相

場

と

い

う

の

は

１

０

％

の

減

産

が

３

０

％

の

高

騰

を

招

く

と

い

う

。

食

糧

市

場

は

極

端

に

非

線

形

な

特

性

を

持

つ

危

険

な

市

場

な

の

で

あ

る

。

と

い

う

こ

と

は

、

こ

れ

以

上

の

自

給

率

低

下

は

国

家

存

亡

の

危

機

を

招

く

こ

と

を

意

味

す

る

。

そ

れ

だ

け

に

、

中

山

間

地

域

の

限

界

集

落

化

を

、

な

ん

と

し

て

も

食

い

止

め

る

こ

と

が

喫

緊

の

課

題

で

あ

る

。

 

そ

の

た

め

に

は

、

ま

ず

中

山

間

地

域

の

人

口

を

増

や

す

こ

と

だ

。

幸

い

に

し

て

、

山

梨

県

は

Ｕ

Ｉ

タ

ー

ン

人

気

ラ

ン

キ

ン

グ

で

、

北

海

道

、

長

野

、

新

潟

に

つ

い

で

全

国

第

４

位

の

人

気

県

で

あ

る

（

２

０

０

０

年

リ

ク

ル

ー

ト

社

調

査

資

料

）
。
こ

の

種

の

定

住

希

望

は

、

必

ず

し

も

就

農

希

望

で

は

な

く

、

む

し

ろ

農

的

な

生

活

、

Ｌ

Ｏ

Ｈ

Ａ

Ｓ

的

な

生

き

方

へ

の

憧

れ

で

あ

る

と

思

わ

れ

る

。

そ

こ

で

は

、

都

市

部

と

の

仕

事

の

繋

が

り

を

保

ち

な

が

ら

「

森

の

生

活

」

を

楽

し

む

タ

イ

プ

の

転

入

が

主

流

で

あ

ろ

う

。
そ

れ

ゆ

え

に

、

地

域

で

は

徹

底

的

な

Ｓ

Ｏ

Ｈ

Ｏ

（

ス

モ

ー

ル

オ

フ

ィ

ス

･

ホ

ー

ム

オ

フ

ィ

ス

）

環

境

が

必

要

だ

が

、

本

県

は

そ

の

た

め

に

必

須

な

ブ

ロ

ー

ド

バ

ン

ド

未

整

備

地

域

が

関

東

管

内

で

茨

城

県

に

次

い

で

多

く

、

環

境

整

備

が

立

ち

遅

れ

て

い

る

。

左

様

、

や

る

べ

き

こ

と

は

「

山

積

」

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

 


